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第５回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成24年２月27日) 

 

 第 ５ 回  熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録 

 

平成24年２月27日（月曜日） 

            午前10時２分開議 

            午前11時39分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

――――――――――――――― 

出席委員（16人） 

        委 員 長 吉 永 和 世 

        副委員長 森   浩 二 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 緒 方 勇 二 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  環境生活部       

         部 長  谷 﨑 淳 一 

                環境局長  山 本   理 

  環境局環境立県推進課長 田 代 裕 信 

            環境保全課長  清 田 明 伸 

          自然保護課長 小 宮   康 

       廃棄物対策課長  加 久 伸 治 

     公共関与推進課長  中 島 克 彦 

  企画振興部 

     交通政策・情報局 

   企画振興部審議員兼 

   交通政策課課長補佐  小 原   信 

商工観光労働部 

     新産業振興局長  真 崎 伸 一 

新産業振興局 

首席審議員兼産業支援課長  高 口 義 幸 

新エネルギー産業振興課長 森 永 政 英 

  農林水産部 

            生産局長  麻 生 秀 則 

                水産局長  神 戸 和 生 

政策調整審議員兼 

農林水産政策課課長補佐 白 石 伸 一 

    生産局農業技術課長  松 尾 栄 喜 

        園芸課長 野 口 法 子 

              畜産課長  平 山 忠 一 

農林振興局審議員兼 

農地整備課課長補佐  西 森 英 敏 

   森林局森林整備課長  河 合 正 宏 

      林業振興課長 岡 部 清 志 

      森林保全課長 本 田 良 三 

      水産局水産振興課長  鎌 賀 泰 文 

漁港漁場整備課長 平 尾 昭  人 

  水産研究センター所長  南 本 健 成 

  土木部 

    土木技術審議監兼 

          河川港湾局長  上 谷 昌 史 

    土木技術管理課長  西 田   浩 
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  道路都市局土木審議員兼 

      道路整備課課長補佐  松 永 清 文 

      土木審議員兼 

      都市計画課課長補佐  益 田 秀 敬 

土木審議員兼 

  都市計画課景観公園室長  坂 井 秀 一 

           下水環境課長  軸 丸 英 顕

河川港湾局河川課長  林   俊一郎 

        港湾課長  手 島 健 司 

   建築住宅局建築課長 坂 口 秀 二 

     土木部審議員兼 

建築課建築物安全推進室長 吉 川 誠 一 

   教育委員会事務局 

        義務教育課長  谷 口 慶志郎 

  企業局 

      次長兼総務経営課長  古 里 政 信 

        審議員兼 

  荒瀬ダム撤去準備室長 堀   敏 行 

        工務課長  福 原 俊 明 

   警察本部 

           交通部参事官  木 庭   強 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 森 田   学 

   議事課課長補佐   井   隆 彦 

――――――――――――――― 

午前10時２分開議 

○吉永和世委員長 ただいまから、第５回環

境対策特別委員会を開催します。 

 なお、本委員会に１名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとい

たします。 

 では、お手元に配付の委員会次第に従い、

付託調査事件を審査させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず、議題１、産業廃棄物処理施設の公共

関与推進に関する件、２、有明海・八代海の

環境の保全、改善及び水産資源の回復等によ

る漁業の振興に関する件及び３、地球温暖化

対策に関する件について、一括して執行部か

ら説明を受け、その後、質疑は議題ごとに行

いたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

前回委員会からの変更部分及び24年度の新た

な取り組みを中心に説明をお願いいたしま

す。 

 これより執行部から説明をお願いいたしま

す。 

 まず、産業廃棄物処理施設の公共関与推進

に関する件について説明をお願いいたしま

す。 

 

○中島公共関与推進課長 失礼いたします。

公共関与推進課中島でございます。着座にて

説明をさせていただきます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 公共関与による管理型最終処分場の整備に

ついて、１の目的は省略をいたしまして、今

年度締めくくりの委員会でございますので、

この１年間を振り返って、２の平成23年度の

取り組み状況を御報告申し上げます。 

 委員の皆様御承知のように、平成18年３月

に南関町を建設予定地として決定して以来、

今日６年の時間を経過しておりますが、今年

度は、やはり何と申しましても、大きな課題

の一つである地元理解という意味ではステー

ジが大きく変化した年となりました。 

 (1)に記載のとおり、南関町及び和水町の

町長さんを初め、住民の皆様方の苦渋の御決

断をいただき、８月に南関町と11月に和水町

と基本協定書を締結することができました。 

 ここに至りますまで、県民の生活環境の保

全や県内経済活動の維持、促進を図るため必

要不可欠な施設であり、今やらなければ本県

には二度とできないという信念を持って、理

解促進のため一生懸命努力を積み重ねてまい

りました。これまで公式の説明会を延べ130

回以上、戸別訪問まで含めますと数百回の地

元接触を行ってまいりました。 
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 本年度も、(2)に記載のとおり、まず４月

に南関町各地域を回りまして、14日間にわた

り実施されましたまちづくり懇談会に県も毎

晩出席をいたし、処分場の必要性と事業全般

についてお話をさせていただきました。 

 その後、(3)の住民説明会等の開催状況に

次のページにかけて記載のとおり、個別の説

明は省略させていただきますが、区長会、町

議会全員協議会、地元地区住民説明会など、

さまざまな機会をとらえまして、環境アセス

メント準備書の内容等について説明を行い、

理解促進に努めてまいりました。また、基本

協定書の締結以後も、それで終わりというこ

とではなく、必要に応じて説明を続けてきて

おります。 

 さらに、その合間には、(4)の先進地視察

の実施状況に記載のとおり、百聞は一見にし

かず、とにかく実際に自分の目で施設を見て

いただこうということで、地元地区住民の皆

様を既設の処分場視察に御案内をし、施設に

対する理解を深めていただくということもあ

わせて行ってまいりました。 

 (5)の環境アセスメント手続につきまして

は粛々と進めております。現地調査を踏まえ

て周辺環境への影響を予測評価した結果、周

辺環境に影響を及ぼすことがない、あるいは

影響は極めて小さいことがわかりましたの

で、その内容をまとめた環境アセスメント準

備書を作成、縦覧し、その後、環境アセス審

査会等を経て、年度内には準備書手続を終了

する予定です。 

 このような取り組みを通しまして、苦渋の

思いの中での御判断であったと思いますが、

町長、町議会、地元地区での受け入れ容認、

そして基本協定書の締結につながっていった

ものと考えております。 

 ３の今後の取り組みでございますが、現在

用地交渉に鋭意取り組んでおります。地権者

の皆様方の御協力をいただきながら、用地測

量や立木調査等、用地取得に必要な手続を進

めております。状況を見定めながら用地取得

の見きわめがついた時点で設計等の入札手続

に入りたいと考えております。相手がいらっ

しゃることでございますので、現時点で時期

を確定できませんけれども、できるだけ早く

実施できるよう取り組んでまいりたいと思っ

ております。また、地域振興策につきまして

は、現在町の方で要望の積み上げが行われて

いるところですが、今後具体の検討を進めて

まいりたいと考えております。いずれにいた

しましても、今後とも地元の思いを真摯に受

けとめ、誠意を持って丁寧に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 説明は以上です。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海・八代海再

生に係る提言への対応について説明をお願い

いたします。 

 

○軸丸下水環境課長 下水環境課です。 

 資料の８ページをお願いいたします。 

 生活排水処理施設の整備促進と適切な維持

管理についてでございます。 

 ２の平成23年度の取り組み実績のうち２点

について御説明いたします。 

 まず、(2)の後半に記載しております熊本

北部浄化センターでの高度処理施設への改築

着手でございます。 

 県が管理しております熊本北部浄化センタ

ーでは、放流先の坪井川や有明海の水質保全

のために窒素やリンも除去し、通常の処理よ

りも処理水質をきれいにする高度処理の導入

を進めており、既に平成22年度に新設した水

処理施設では高度処理を導入いたしておりま

す。 

 これに加えて、本年度からは既存の施設に

ついても高度処理対応の施設とするよう改築

に着手をいたしました。今後、既存の７つの

水処理施設すべてについて順次改築を行って

いく予定でございます。 
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 次に、(6)のくまもと生活排水処理構想２

０１１についてでございますが、この構想

は、昨年６月、今後の生活排水対策を進める

上でのマスタープランとして新たに作成した

ものです。地域の状況に適した生活排水処理

施設の整備に関することとともに、整備した

施設がその機能を十分に発揮できるよう、適

正な維持管理や処理に伴って生じる資源の有

効利用についても盛り込んでおります。 

 この構想の実現のためには、特に整備した

下水道等への接続や単独処理浄化槽から合併

処理浄化槽への転換、さらには浄化槽の適正

管理などについて県民の皆様に御協力をいた

だく必要があります。 

 そこで、構想策定後、大津町のからいもフ

ェスティバルなど県内６カ所、延べ８日のイ

ベントに参加して、生活排水に関するクイズ

の実施や約7,000枚のチラシの配布などを通

して県民の皆様への構想内容の周知に努めた

ところでございます。来年度以降も引き続き

県民の皆様への呼びかけを続けてまいりま

す。 

 下水環境課の説明は以上でございます。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課でございま

す。着座のまま御説明させていただきます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 条例によります上乗せ規制適用区域の設定

及び規制対象項目の追加について御説明いた

します。 

 海域環境への負荷の削減を目的といたしま

して、工場・事業場の排水対策を行ってまい

っているものでございます。先生方御承知の

ように、平成20年４月１日に条例改正を行い

まして、有明海、八代海に流入しますすべて

の区域を上乗せ規制区域といたしておりま

す。 

 中ほどになりますが、今年度の取り組み実

績でございますが、規制対象となっておりま

す1,045事業場のうち、延べ397事業場に対し

まして立ち入りを行い、水質検査を行ってお

ります。水質基準の超過となりました９事業

場に対しまして、まず施設や管理体制に関連

した項目で超過した場合、改善勧告１件、そ

れから施設の運用ミス等に対しまして８件ご

ざいまして、計９件、改善勧告、厳重注意を

行っております。その後、改善結果の確認を

あわせて行っております。 

 今後も、引き続き各保健所を中心といたし

ました計画的な立入指導と排出水の水質の確

認等を実施いたしまして、水質基準の遵守状

況の把握に努めることといたしております。 

 環境保全課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○松尾農業技術課長 農業技術課の松尾でご

ざいます。座って御説明させていただきま

す。 

 資料の13ページをお願いします。 

 農薬・化学肥料の使用総量の削減でござい

ますけれども、１の①のとおり、環境と安全

に配慮した農業への取り組みをくまもとグリ

ーン農業として展開しておりますけれども、

特に23年度からは県民挙げての取り組みへと

拡大しますとともに、国や県の制度も活用し

ながら農薬や化学肥料の使用量の削減を進め

ることとしております。 

 23年度の取り組み実績でございますけれど

も、中段２のとおり、まずくまもとグリーン

農業につきましては、昨年８月に26団体から

なります推進本部を設立しますとともに、グ

リーン農業に取り組む生産者の生産宣言、そ

して消費者、企業等、県民の方々の応援宣言

制度をスタートいたしております。 

 また、くまモンを起用しましたシンボルマ

ーク等によります認知度の向上ですとか、常

設販売コーナーの設置、さらには理解促進に

向けました県民大会を開催しますなど、予定

どおりのスタートを切ることができたと思っ

ております。 
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 また、エコファーマーの認定促進、あるい

は環境に優しい農業技術の展示圃の設置、さ

らには環境保全型農業直接支払事業等につき

ましても取り組みが進んできております。 

 24年度につきましては、ホームページを開

設しますなど、くまもとグリーン農業を生産

面、消費面から拡大しますとともに、関連施

策にも積極的に活用しながら、引き続き農

薬、化学肥料の削減に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。着座のまま説明させていただき

ます。 

 25ページをお願いいたします。 

 干潟等の実態の把握についてでございま

す。 

 県議会提言を受けまして設置いたしました

県の有明海・八代海干潟等沿岸海域再生検討

委員会からの平成18年３月の報告書を踏まえ

まして、干潟等の実態把握に努めますととも

に、出前講座や沿岸海域の環境保全活動の協

働体制づくりの支援などの取り組みを継続し

ております。 

 ２番目、平成23年度の取り組み実績でござ

いますけれども、干潟等や海の再生をテーマ

といたしました出前講座といたしまして、本

年度、これまで県下23の小学校と４つの中学

校におきまして、水、生き物、海の再生につ

いての学習を行っております。 

 また、(2)地域の活動団体や漁業者等の皆

さんの活動の協働体制づくりに向けまして、

環境学習会、海岸清掃活動、地びき網体験な

どについて経費等の支援を行っております。 

 ３点目、緊急雇用創出基金を活用いたしま

して、国や他県、大学等が実施しました水

質、底質に関する調査140件につきまして、

その情報を整理いたしております。 

 ４点目、本年度から、熊本大学が文部科学

省特別経費で行っております八代海について

の再生研究プロジェクトにつきまして情報収

集を行っております。 

 ５点目、干潟等の変化の要因は複雑多岐に

わたり、抜本的な干潟再生方策の検討実施に

は専門的技術と多額の費用が必要であります

ことから、昨年８月には、国の施策等に関す

る提案の中で、干潟における泥質の状況とそ

の影響等に関する調査の実施について要望を

行っております。 

 ３番目の平成24年度の取り組み予定でござ

います。 

 出前講座等の実施等とともに、新たに地域

の活動団体や研究機関等のそれぞれの取り組

み状況の協働発表会を開催いたしまして、情

報・課題を関係者が共有し、再生への取り組

みの活発化を図りたいと考えております。 

 また、昨年の特別措置法の改正により再開

されました国の総合調査評価委員会では、海

域環境変化のメカニズムや水産資源減少の要

因を分析評価し、再生に向けた取り組みの方

向づけについても議論される予定でございま

す。 

 この評価委員会で干潟等再生の検討も進展

するよう積極的にかかわり緊密に協力します

とともに、各種調査、対策技術も含めまして

積極的に情報を収集し、また、本年度、本県

が整理しました調査情報の提供など協力して

干潟等の実態の把握に努め、また、同じ課題

を持つ他県とも連携して、国に対して抜本的

な干潟再生方策について要望してまいりま

す。 

 その下の囲みは、参考といたしまして、熊

大の八代海研究プロジェクトの紹介をしてお

ります。本年度から５年間にわたりまして再

生に向けての技術開発、環境変動の分析技術

の開発、それから環境データの把握と問題事

項の要因の解明等に取り組まれます。先日１

月末のシンポジウムでは、初年度目として調

査結果を分析中のものも多くありまして、今
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後の成果を期待しておりますとともに、県実

施の調査結果の提供など連携をとってまいり

ます。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○南本水産研究センター所長 水産研究セン

ターの南本でございます。着座にて失礼いた

します。 

 42ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海再生の研究の重点化でござ

います。 

 まず、取り組みの概要ですけれども、より

効果的、効率的に研究の成果を上げていくた

めに必要な水産研究センターの調査研究体制

の充実を図るものでございます。研究の成果

を上げていくためにさまざまな事象を多面的

にとらえ、客観的な意見や社会的なニーズを

踏まえた上で事業の計画及び実施が必要であ

るという課題がございます。 

 中段、平成23年度の取り組み実績です。 

 学識経験者、漁業者等を委員とする水産研

究センター評価会議を９月に、研究推進委員

会を10月に開催し、中間、終了前、事後評価

の対象となる５事業について審議いたしまし

たところ、両会議においておおむね計画どお

りであり、このまま推進、またおおむね計画

どおり計画が進展したとの評価を受けており

ます。 

 続いて、平成24年度の取り組み予定です。 

 有明海、八代海再生のための調査研究を充

実させるため、新たに３つの事業について取

り組むこととしておりますので、その概要を

御説明いたします。 

 まず、ノリ環境適応型品種特性評価試験で

ございます。 

 これは、低塩分や高水温等の環境変化への

耐性が高く、かつ成長性がすぐれた品種の作

出を目的に、当センターが現有しております

品種、約120種ありますけれども、それらを

対象として特性評価を行うものです。 

 評価の結果、優良な特性を有する品種につ

いては、引き続き育成選抜を行ってまいりま

す。そして、最終的には、選抜されたすぐれ

た品種については、県漁連に分与した後、ノ

リ養殖業者へ配布されるということになりま

す。 

 次に、八代海湾奥部水質連続モニタリング

調査でございます。 

 近年、八代海の湾奥部において、冬季には

栄養塩の減少によるノリの色落ち、夏季には

塩分濃度の低下や水温の上昇などによると思

われますアサリの死亡が発生しております。

しかし、当海域においては、水質環境データ

の連続的な観測機器が設置されておりませ

ん。ノリやアサリの減産の原因を究明するた

めの水質データが不足しております。そこ

で、当海域において水質の連続モニタリング

が可能な機器を設置し、データの効率的な収

集を行うものです。 

 なお、現在は、当海域の水質データについ

ては、調査船による現場海域での測定及び海

水をセンターに持ち帰って分析を行っている

ところであります。 

 最後に、閉鎖性海域赤潮被害防止対策事業

でございます。 

 国庫委託事業でありますが、平成24年度以

降においても内容を一部組みかえて引き続き

行うものです。事業の内容として大きく変わ

るところはありません。赤潮のモニタリング

調査や発生のメカニズムなどを解明するため

の調査、シャトネラ赤潮を駆除するための技

術開発でございます。 

 以上、水産研究センターでございます。御

審議よろしくお願いいたします。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。着座のまま説明させていただきます。 

 44ページをお願いいたします。 

 諫早湾干拓事業に係る中長期開門調査の実

施についてでございます。 
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 これまで、県は、有明海の環境変化と原因

究明のために開門調査が必要であるという立

場で、国に対して、まずは環境アセスメント

を早急に実施するよう求めてきたところでご

ざいます。 

 ２の取り組み実績のところでございます

が、国は、開門調査のためのアセスメントを

実施し、その結果をまとめて、平成23年、昨

年６月10日付で準備書素案を公表しておりま

す。それに対し、県の意見を提出していると

ころでございます。 

 ３番の平成24年度の取り組み予定でござい

ますが、昨年10月18日に正式に準備書が提出

されております。これに対しまして、県とし

ましては、県内の漁業者の意見を踏まえると

ともに、内容を精査し、これから関係市町や

学識者の意見を聞きながら、ことしの５月12

日までに知事意見を提出する予定にいたして

おります。 

 水産振興課としましては以上でございま

す。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 45ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計

画に関する平成24年度事業についてでござい

ます。 

 骨格予算となっております新年度当初予算

案に計上しております事業の総数は61の事

業、事業費総額は約80億円となっておりま

す。前年度当初予算と比べますと減少してお

りますけれども、６月肉づけ予算での要求を

考えている事業もございます。 

 事業一覧を掲げておりますけれども、組み

替え新規を含む新規事業につきましては、先

ほど関係課より御説明いたしましたので、詳

細な説明は省かせていただきますけれども、

この45ページからが水質等の保全に関する事

項でございます。合計足し算は書いてござい

ませんけれども、約29億円となっておりま

す。 

 それから、48ページの干潟等の浄化機能の

維持及び向上に関する事項の事業費は約1,20

0万円でございます。 

 それから、その下の49ページにかけまし

て、河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関す

る事項の事業費合計は約29億2,000万円とな

ります。 

 その下の49ページ下の方から、森林の機能

の向上に関する事項といたしまして、次のペ

ージにかけまして事業を載せております。合

計いたしますと、約17億3,000万円となりま

す。 

 51ページ、漁場の生産力の増進に関する事

項の事業が、再掲の事業も含めまして５億8,

000万円となります。 

 51ページから53ページにかけましての水産

動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項の

事業が、再掲の事業も含めまして約３億8,00

0万円となります。 

 有害動植物の駆除に関する事項の事業が約

200万円でございます。 

 それから、８番、海域の環境の保全及び改

善並びに漁業の振興等に関するその他の重要

事項の事業が、再掲の事業も含めまして１億

2,000万円となっております。 

 最後に、54ページから55ページにかけまし

て、調査研究等の推進に関する事業が、再掲

の事業を含めまして約5,000万円となってお

ります。個別の事業内容につきましては、当

方からの説明は省略させていただきます。 

 環境立県推進課からは以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 次に、地球温暖化対策に

関する提言への対応について説明をお願いい

たします。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 
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 地球温暖化対策に関する件でございます。 

 58ページから事業活動における取り組みの

推進についてでございます。12月議会後の主

な取り組み実績について説明させていただき

ます。 

 59ページの太文字、(ｲ)のところでござい

ますけれども、地球温暖化の防止に関する条

例の運用の状況でございます。 

 (a)に３つの計画書制度、22年度からスタ

ートしておりますけれども、この状況を整理

しております。 

 ①の事業活動温暖化対策計画書制度でござ

いますけれども、これまで205の事業者の皆

さんから提出がありまして、県のホームペー

ジで公表しております。このうち、条例での

義務提出者が181事業者でございますけれど

も、県で把握しております一定規模以上のエ

ネルギー利用などの対象者はすべて提出いた

だいております。提出いただいた計画の内容

は概要として記載しておりますけれども、計

画を合計いたしますと、基準年度から目標年

度まで大体４年間が多うございますけれど

も、約2.7％のＣＯ２削減の計画となってお

ります。 

 また、計画書提出の翌年度以降提出してい

ただきます実施状況報告書は、本年度に22年

度分の報告177件があっておりますけれど

も、内容を見ますと、照明設備、空調設備、

太陽光発電システム整備などの設備更新や冷

暖房温度設定の緩和などの運用改善に取り組

みまして、合計しますと既に前年度の2.0％

削減との報告があっております。 

 次に、②のエコ通勤環境配慮計画書制度で

ございますけれども、これまで41の事業者か

ら提出があり公表しております。このうち、

一定規模以上の従業員を持ちます義務提出者

が39事業者でございますけれども、県が把握

する対象者はすべて提出していただいており

ます。 

 計画の内容でございますけれども、ノーマ

イカー通勤とエコドライブ通勤について一方

または両方の取り組み方針を定めていただい

ておりまして、22年度分の実施状況報告をさ

れた39件の内容を見ますと、従業員に啓発い

ただいたり、あるいは通勤手当等での優遇や

駐輪場など自転車通勤の環境整備に取り組ん

でいるとの報告があり、これも公表しており

ます。 

 ③の一定規模以上の建築物を新築あるいは

増改築するときなどの建築物環境配慮制度で

ございますけれども、これまで96の建築主の

皆さんから計画書を提出していただいており

ます。 

 この制度では、設備のエネルギー効率や断

熱性能などを総合的に評価しまして、Ｓある

いはＡなど５つのランクであらわしておりま

すけれども、今年度はほとんどがよい評価で

あるＢプラス以上となっております。いずれ

の制度も着実に実施されてきていると考えて

おりますけれども、庁内連携して事業者や建

築主の方々の自主的な地球温暖化対策の促進

に努めてまいります。 

 次の60ページをお願いいたします。 

 上の方の(ｳ)節電・省エネに係る啓発でご

ざいますけれども、夏に続きまして冬におき

ましても九州電力管内で12月から３月まで電

力需要が厳しくなるということで節電要請が

なされております。特に厳しい節電期間でご

ざいます12月26日から２月３日までは５％の

数値目標を掲げた要請となりました。 

 なお、この夏の節電要請に対します実績が

九州電力から公表されておりますけれども、

これによりますと、九電管内で最大電力量が

対前年度比11.1％の削減、このうち気温の影

響を除外しました節電努力による削減は6.3

％と聞いております。 

 また、九州電力から２月２日までの冬季の

速報が公表されておりますけれども、最大電

力量は昨年度並みでございましたけれども、

気温が昨年より大きく下がっているため、実
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質的に節電による効果は６％であったと推計

されております。 

 このような中で、本県といたしましても、

県民や事業者の皆様に積極的な省エネルギー

節電への取り組みについて呼びかけをしてい

るところでございますが、資料にありますと

おり、事業者の方々が集まります各種会合な

どの機会に出向いて、節電、省エネ、それか

ら地球温暖化対策についての出前講座を実施

しております。 

 その下の平成24年度の取り組み予定でござ

いますけれども、特に県の地球温暖化対策推

進計画の一部見直しに取り組む予定でござい

ます。 

 昨年３月に議決いただきました熊本県の環

境基本計画の中にこの温暖化対策推進計画が

盛り込まれておりますけれども、温室効果ガ

ス排出量の削減目標の県全体の数値目標につ

きましては、国の削減目標及び森林吸収分の

取り扱い等の決定を受けて設定しますという

ふうにしておりますけれども、政府は、こと

しの夏に原子力政策、それからエネルギーミ

ックス、いわゆるエネルギー供給源の構成バ

ランスでございますけれども、これと温暖化

対策、この３つについて戦略を決定するとの

基本方針を昨年12月に政府決定しており、こ

の動きもにらみながら本県としての数値目標

の検討を進めたいというふうに考えておりま

す。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○小原交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。着座のまま説明させていただきま

す。 

 資料は63ページをお願いいたします。 

 公共交通機関の利用促進に係る提言のう

ち、乗り継ぎの円滑化というのがございます

が、そのうちの(ｳ)、ＪＲ豊肥本線を活用し

た空港ライナーの試験運行について御説明い

たします。 

 空港ライナーは、阿蘇くまもと空港への交

通アクセスの強化を図るため運行するもので

ございますが、公共交通の利便性が向上する

ことによりまして、マイカーから公共交通へ

のシフトを促す効果があり、二酸化炭素の排

出量削減につながる事業ということで、ここ

に記載しております。 

 ＪＲ豊肥本線肥後大津駅の南口が大津町に

より整備されました昨年10月１日から、こと

しの３月25日までの約６カ月間、肥後大津駅

と阿蘇くまもと空港の間でタクシーによる無

料の空港ライナーの試験運行を実施しており

ます。駅から空港へ１日24便、空港から駅へ

23便の計47便で、阿蘇くまもと空港の始発と

最終の飛行機の発着便に対応しております。 

 利用状況でございますが、１日当たりの利

用者は、10月が99人、11月が118人、12月が1

24人と徐々に増加をいたしました。１月は若

干少なく103人ということになっておりま

す。運行開始から１月末までの４カ月間の利

用者は合計１万3,697人でございまして、目

標としておりました１日当たり100人を超

え、111人の方に御利用いただいておりま

す。その間、12月28日には累計で１万人を突

破いたしましたし、１月５日には１日当たり

最高の201人を記録しております。 

 現在、緊急雇用制度を活用いたしまして利

用者の詳細な調査を実施中ですが、12月から

１月にかけましても簡易なアンケート調査を

実施しております。その集計結果によります

と、利用者の内訳は、大津町が21％、熊本市

が18％、菊陽町、合志市合わせまして11％な

ど、県内の在住者が約６割、県外客が４割と

いう内訳になっております。 

 ＪＲ利用者の乗降駅を見てみますと、豊肥

本線では豊後竹田駅や中判田駅といった大分

県の駅もあります。また、玉名駅や八代駅と

いった鹿児島本線の駅もございます。さらに

は、三角駅経由で天草からあるいは天草への

利用というのも見られるなど、空港周辺以外
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の広い地域から広範囲に利用されておりま

す。 

 なお、この空港ライナー利用によりますＣ

Ｏ２の削減量は現在実施中の調査結果を踏ま

えて算出したいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 交通政策課からは以上でございます。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 済みません、先ほどの説明の中でちょっと

間違った言葉を言いましたので、訂正させて

いただきます。 

 59ページのところのエコ通勤環境配慮計画

書というところで、(ｲ)の②エコ通勤環境配

慮計画書、41事業者のうち義務者38というふ

うにプリントがなっております。私、口で義

務提出者39と言いましたが、38が正しゅうご

ざいますので、このままでございます。申し

わけございませんでした。 

 それでは、改めまして65ページをお願いい

たします。 

 家庭におきます取り組みの強化でございま

す。 

 下の取り組み実績についてでございますけ

れども、(ｱ)の地球温暖化防止についての普

及啓発の推進につきましては、特に節電につ

いて強化して取り組んでいるところでござい

ます。 

 (c）のライトダウンキャンペーン２０１１

は夏にも実施いたしましたけれども、冬にお

きましても、例年クリスマスに実施しており

ます１回に加えまして新たに３回行いまし

た。また、今回はライトダウンの効果やアイ

デアを報告していただき、県のホームページ

に掲載することを追加いたしまして、ライト

ダウンにプラスを加えて実施しております。

家族の省エネ意識が向上した、あるいは会社

の取り組みをアピールできたなど、30件の報

告があっております。 

 夏と合わせまして延べ約7,000施設に御参

加いただきまして、推計で約48万キロワット

時の消費電力を削減しました。これは３万3,

000世帯の一日の電力使用量に相当いたしま

す。なお、天草市の総世帯数が３万4,000で

ございます。 

 次の66ページをお願いいたします。 

 (f)の冬の省エネ・節電のアイデア募集で

ございますけれども、湯たんぽの活用、ある

いはひざかけがずり落ちない工夫、あるいは

家族全員で一つの部屋で過ごすなど、合計63

の応募がございました。参考となるものにつ

きましては、県民の皆さん向けに県ホームペ

ージで掲載して公表しております。 

 次に、(ｳ)のエコくまポイント制度モデル

事業でございますけれども、ポイントカード

の配布を１月末まで実施したところでござい

ます。まだ３月末までサービス交換を実施中

でございます。効果や課題を取りまとめ中で

ございまして、評価、検証を今後の本格運用

に役立ててまいります。 

 24年度につきましては、67ページ太文字の

ところでございますけれども、今回事務局を

務められましたＮＰＯ法人くまもと温暖化対

策センターが継続して取り組むことを考えて

おられますので、県といたしましても、民間

主導による広がりを持った事業となるよう、

運営委員会への参加や広報、ＰＲの展開な

ど、必要な支援に努めていきたいと考えてお

ります。また、ライフスタイルの変革につな

がるような施策の展開を検討してまいりま

す。 

 次は、70ページをお願いいたします。 

 地球温暖化対策関連として新年度当初予算

案に計上しております事業を環境基本計画の

体系に沿って整理をしております。骨格予算

でございまして、事業総数は51事業、予算総

額約29億円となっております。前年度より減

少しておりますけれども、この中に熊本市の

政令市移行に伴いまして県から移譲されまし
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た事業分の減も入っております。 

 一覧のうち主な事業について御説明いたし

ます。 

 ①家庭部門対策でございますけれども、上

から４つ目のくまもとソーラーパーク推進事

業は、住宅への太陽光発電施設の設置費用に

対します補助でございまして、予算額は１億

6,000万円余となっております。 

 次の71ページ、②産業・業務その他部門で

ございますけれども、上から３つ目の中小企

業への経営革新等支援資金におきまして、太

陽光発電システム、電気自動車充電施設の設

置、その他地球温暖化対策を進めるための事

業資金を融資いたします。 

 また、農業分野におきましても、次のペー

ジにかけましてでございますけれども、新エ

ネルギーの導入等を促進する事業を実施しま

す。 

 73ページ、運輸部門でございますけれど

も、公共交通の利用促進を図る事業のほか、

上から４つ目の次世代モビリティ普及促進事

業では、電気自動車や電動バイク等の普及を

図るため、各種実証実験や関連施設の整備を

実施いたします。 

 その下の２つは、交通環境の改善によりま

す燃料使用の抑制や信号のＬＥＤ化、これを

進める事業でございます。 

 74ページからは、廃棄物部門対策を掲げて

おります。 

 76ページをお願いいたします。 

 森林によります二酸化炭素吸収源対策でご

ざいますけれども、森林の適切な維持管理の

ための間伐の推進、それから企業、法人等に

よる森林整備活動を促進するための事業を一

覧として掲げております。 

 78ページでございますけれども、基盤的な

施策の推進という部門でございますけれど

も、１つ目のストップ温暖化県民総ぐるみ運

動推進事業を初めといたしまして、環境産業

の振興や温暖化問題を含みます環境教育の推

進のための事業を記載しております。 

 それから、80ページは県の率先事業を掲げ

ております。 

 最後の81ページは、市町村と協働しての総

ぐるみ運動を推進するという事業を、再掲で

ございますけれども掲げております。 

 説明は以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、まず、産業廃棄物処理

施設の公共関与推進に関する件について質疑

を行います。質疑はありませんか――ありま

せんでしょうか。 

 

○内野幸喜委員 この公共関与の件で、これ

から用地交渉を進められると思うんですけれ

ども、私が聞いたところ、地権者は10軒ある

と。今後の見通しですね。どんな感じなのか

というのをちょっとお聞かせいただければと

思います。 

 

○中島公共関与推進課長 用地交渉につきま

しては、先ほど御説明の中でも申し上げまし

たとおり、現在一生懸命お一人ずつ説明に伺

っております。委員がおっしゃったように、

地権者としては10数名いらっしゃいます。 

 現在、用地測量あるいは立木調査等の御協

力をいただきながら粛々と進めております。

大きく障害があっている、特段難航している

ということではございませんけれども、いか

んせん交渉事でございますので、相手がいら

っしゃることでありますので、いつ完了する

というようなことがちょっと今の時点では申

し上げられませんが、できるだけ早く交渉手

続は終わりたいと思っております。現時点で

はおおむね順調に進んでおります。 

 

○内野幸喜委員 金額的な面じゃなくて、基

本的にはその事業に対しては理解をいただい

ているという認識でよろしいんですかね。 
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○中島公共関与推進課長 特に、今のところ

反対ということは具体にお聞きしておりませ

んので、事業自体には御理解をいただいてい

るものと思っております。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○田代国広委員 皆さん方の努力によって基

本協定にこぎつけていただきまして、本当に

努力に対して敬意を表したいと思います。今

からがまたいろいろなハードル、課題がある

わけでございますが、一つは、やはり地元の

方々が苦渋の選択をしたわけでございますか

ら、絶対にそういった悔いを残さないような

施設をつくって、安心して地域の方々が暮ら

せるような状況をずっと続けることが大事だ

と思います。 

 と同時に、もう一つは、やはりいつかも申

しましたが、いわゆる採算面ですね。民間は

国の補助をもらってないわけでしょう……

（「そうです」と呼ぶ者あり）その辺は国が

５割ですか、補助金は。そういった補助率も

あるわけですから、民間よりも有利な状況で

本来は建設できるわけですけれども、さまざ

まな事業が、半ば商売的に考えると、公の施

設というのは、なかなか今までの事例として

経営上はうまくいかない県も多いわけでござ

いますから、特にそういった点にもこれから

先の事業を進める中で十分配慮していきなが

ら事業を進めてもらいたいというふうに要望

いたしておきます。 

 

○吉永和世委員長 要望でいいんですか。 

 

○田代国広委員 はい。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 それでは次に、有明海・八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 海に関する件で、まず、陸

上から下水環境課。 

 有明海、八代海の再生のために特措法がで

きて、今浄化槽の合併化に向けてもいろいろ

御努力をいただいて進んでいると思います

が、単独浄化槽というのはどのぐらい残って

いるんですか。 

 

○軸丸下水環境課長 お答えいたします。 

 現時点で単独浄化槽が約８万基ございま

す。浄化槽全体で14万6,000基ございまし

て、そのうち単独槽が８万基、合併槽が６万

6,000基でございます。単独の方がまだ多い

状況にございます。 

 

○西岡勝成委員 単独はもちろん一定の浄化

しかしないわけですから、生活雑排水を処理

するためには、どうしても合併浄化槽の推進

を図っていかなならぬわけですけれども、国

も県も市町村もあわせてこの移行についてい

ろいろ御努力をいただいておりますが、経済

対策の意味からも、環境対策の意味からも、

これは県を挙げてもうちょっとスピーディー

に進める必要があると思うんですね。 

 ８万基というと、半分以上まだ単独が残っ

ているわけですから、これをやっぱり私は、

もうちょっと戦略的に特徴もあるわけですか

ら進めてやらないと、まだ赤潮対策のことも

ありますし、非常に負荷が有明海、八代海と

いう閉鎖性の海に大きいと思いますので、こ

れは環境生活部長、新しい年度に向かいます

けれども、もうちょっと腰を入れて進めても

いいと思うんですけれども、国に対してもい

ろいろな要望を含めてやらないと、私は、去

年赤潮がたまたま出ませんでしたけれども、

そればかりじゃ――もちろんいろいろな要因

があると思います。後でちょっとほかのこと
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も質問したいと思っているんですけれども、

一つの大きな要因ではあると思うんですね。 

 ぜひ、これは将来につながっていく話です

から、もう少し肝を入れて対策をやっていた

だきますように、これは要望ですけれどもお

願いをいたしておきたいと思います。 

 それから、魚類養殖についてですけれど

も、天草下島から上島、要するに八代海の方

ですね。あそこを見てると、マグロの養殖、

タイの養殖、物すごい規模でやっているとこ

ろがあります。あれを見てると、えさはいろ

いろ開発されて、えさそのもので漁場を荒ら

すということはないかもしれぬけれども、最

終的にはふんになって出てくる量というのは

物すごい量があるので、養殖漁場の適正化と

いうことで県の方も取り組んでいただいてお

りますが、やっぱりそれだけの負荷を与える

ところの業者には何か対策をしていかない

と、全体として私は追いつかないと思うんで

すね、海の要するに富栄養化に対して。 

 例えば、海藻の養殖を義務づけるとか何か

片一方の対策をしていかないと、見た目では

きれいですけれども、マグロなんてえさの量

が半端じゃないんですよ。何百トンと食わせ

る可能性があるんです。そんなのを毎日やっ

とったら、それはふんだけで相当な量が出て

くるわけで、あの閉鎖性の強い有明海、また

私は大きな赤潮がやってくると思いますの

で、モニターでいろいろな計測はしているよ

うですけれども、海底も含めてこれはやっと

かないと、私は、もう今度大規模な赤潮が起

きたら養殖業者は全部つぶれますよ、多分。 

 そういう状況ですから、この辺をやっぱり

しっかり養殖業者の方々とも対応しながらや

っていかないと、簡単には私はこの再生とい

うのはできないと思いますけれども、その辺

をちょっと課長でも部長でも次長でもいいで

すけれども……。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 魚類養殖につきましては、23年度から漁業

所得補償が導入されまして、漁場改善計画の

中で養殖尾数の上限を設けるということで、

全業者、熊本県の水域全体で養殖尾数を抑え

るような上限を設けるような設定をしており

ます。それで、野放図に養殖尾数がどんどん

ふえていくということには一定の歯どめがか

かるのではないかと思っております。 

 ただ、委員がおっしゃるように、えさの方

は大分改良されてきまして、海域を直接汚染

するということは大分少なくなってきており

ますけれども、ふんの問題というのはどうし

てもございまして、以前よりもかなり改善さ

れたとはいいながらも汚染源の一つとなって

いることは間違いないと思います。 

 それで、水産研究センターの方で試験をや

っていただいておりますけれども、海藻の養

殖、栄養分を吸収させるための海藻というこ

とで幾つか研究をしていただいております。

まだ実用化ということまでは行ってない段階

ですが、早期に開発をしてもらって実用化で

きればと考えております。そういったものを

魚類養殖業者の方にも勧めていきたいと考え

ております。 

 あと、そのほか、今クマモト・オイスター

の養殖試験を開始して試験出荷をしていると

ころでございますが、カキというのも海域の

浄化には非常に役立つということで効果があ

るようでして、それをどんどん今から進めて

いければと思っております。 

 また、貝類でいいますと、アサリの方も浄

化には役立つことがわかっておりまして、ア

サリ資源の復活というのも大事になってくる

んじゃないかと考えて進めていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

 

○西岡勝成委員 いろいろな複合原因で赤潮

が発生することはわかりますので、それぞれ
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の部署で連携をとりながら、何しろ強力な体

制をしいていかないと、なかなか有明海、八

代海再生といえども、私は非常に難しい課題

があると思いますので、これはもうぜひ力を

入れていろいろな角度からやっていただきた

いと思います。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、次に、地球温暖化対策に関する

件について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

 

○大西一史委員 地球温暖化対策に関して、

今いろいろ執行部の方からも説明がありまし

た。いろいろと今九電の原発が全停止したよ

うな状態の中で、やっぱり節電、省エネに対

する啓発といいますか、これは非常に重要だ

ということで、実質的には６％の節電効果と

いうような説明があっておりました。 

 実際に、この温暖化対策という切り口でい

けば、原発のその是非云々は全くここで議論

することじゃないというふうなことで置いと

いて、その原発が、結局今までの説明では九

州電力管内での発電量としては大体４割を原

発に依存しているというようなことが言われ

ておったわけですよね、ざっくりと。そうな

ると、当然ＣＯ２の排出には大きな影響を与

えるということになるわけですよ。 

 現在では、古い火力発電所やそれから企業

の自家発電などフルに全国で稼働しているよ

うな状況の中で、実質的に地球温暖化に与え

る影響というのを、県としては、どういうふ

うに今の原発停止の状況というのを試算なり

評価なりされているのかというのが、今ある

のかどうなのかというのをちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。 

 

○田代環境立県推進課長 おっしゃるとお

り、実は九州電力は原子力発電に42％、これ

まで依存してきておりまして、全国が２割台

でございますので、かなり九州では各県とも

原発の方にエネルギーを依存していたという

ことでございます。それが今、九州内に６基

原子力発電所がありますけれども、すべてと

まっているという状況の中で、火力発電所

等、あるいは民間の事業所さん、大きな事業

所の方で発電をされている、そういうところ

にお世話になっているというような状況でご

ざいます。 

 これは、当然今後ＣＯ２――我々電気を使

っているわけですけれども、この電気の供給

構成がそういうふうに火力等に今頼っている

ということでございますので、いわゆる温室

効果ガスの排出係数としましても、非常に単

位が大きくなるのは間違いないかなと思いま

す。3.11といいますか、原子力発電がとまっ

た以降でございますけれども、昨年12月から

完全にとまっているわけでございますけれど

も、確実にこれは地球温暖化対策のＣＯ２排

出は大きくなっているというふうなことで考

えております。 

 ただ、九電さんの方にもいろんなデータを

こちらの方からもお願いして、火力のいわゆ

る使用量、燃料の使用量等を聞きますけれど

も、まだ整理されていないというようなこと

でございますので、そこら辺は我々も先ほど

申し上げましたように、新年度やはり温暖化

対策の目標数値を立てるべきだと思っており

ますので、その過程の中でも、今の消費電力

の中でのいわゆるＣＯ２の原単位がどうなる

のか、ここら辺は計算をしていきたいと思い

ますけれども、今のところそういうデータを

まだいただいていない、まだ九電の中でも計

算を十分されていないということだと思いま

す。非常に温暖化対策にはマイナスに働いて

いるのかなと思います、短期的にはですね。

長期的には、再生エネルギー等の推進でもっ

て好転はするとは思っております。 
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○大西一史委員 今いろいろ説明がありまし

た。 

 具体的には、そういうＣＯ２の排出量、そ

ういったものに対する影響というんですか

ね、というのは今データとしても県としては

お持ちでないということであります。やっぱ

りこれだけ大きな――どんなにまめに我々が

一般家庭でやったとしても、これだけ大きな

発電所の、しかも42％というような大きなイ

ンパクトのある量が、ある意味では原子力か

ら火力発電その他の化石燃料の発電にシフト

するということの影響というのは、はかり知

れないぐらい大きいと思うんですよ。これで

原発推進とか反対とか、そういう議論ではな

くて、単純に地球温暖化への影響ということ

を考えていくと、やっぱりそういう数値の精

査を徹底してやっていくということと、これ

は短期的な影響と今答弁でもおっしゃったよ

うに中長期的な影響ですね。こういったもの

がどれだけであるのかというのをやっぱり考

慮しなければいけない。 

 だから、その辺は、県としても、これは九

電管内だけにとどまらず、これはもう日本全

体で考えていかなきゃいけない話ではあるん

ですけれども、やはりその辺の精査をしてい

かなければ、県自体が独自に地球温暖化対策

推進計画のこのいろんな一部見直しを検討し

て目標数値を掲げられたとしても、これは目

標数値、指標というのを定めるというのはな

かなか難しいと思いますね。 

 だから、そういった状況もきちっと把握し

てもらうのと同時に、これから恐らく脱原発

に向けて日本としてもやっぱりシフトしてい

く方向になっていくだろうなというのは、ど

う考えても今の状況から見るとやっぱり自然

エネルギーへの転換ということは求められて

いくわけですね。そうなってくると、やっぱ

りより高いレベルでの省エネであるとか、そ

ういう意識の啓発、それから温暖化対策とい

うのが非常に重要になってくるというふうに

思います。 

 ですから、その辺に対して、逆にいえば、

今度は県民に対してどういうふうに目標を設

定して、それに対しての具体的なアプローチ

をどうすればいいのかということをやっぱり

示せるような取り組みをぜひやるためにも、

そういう影響評価というんですかね、徹底し

て分析をしていただきたいということですの

で、その辺はお願いをしておきます。 

 今数値を持っておられないということです

から、今後またお尋ねすることがあると思い

ますけれども、そのときまでにしっかり九電

やほかのいろんな事業者等ともデータをとっ

ていただきたいということ、これはお願いを

しておきます。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

○荒木章博委員 ２点ちょっとお尋ねしたい

なと。 

 この63ページの空港ライナーですね。これ

は６カ月間という試みで取り組んでもらって

おります。今後これは継続してやられるの

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○小原交通政策課審議員 64ページの事業

名、右側に表がございますけれども、ここの

欄にもございますように、来年度は2,440万

円の予算を骨格予算で計上させていただきた

いというふうに考えております。つまりは来

年度も継続していきたいということでござい

ます。 

 

○荒木章博委員 今99人から103人、124人、

非常に数値としては実際上がっていってい

る、そういう認識で今言われているんですけ

れども、新年度もこの人数じゃいかぬですよ

ね。というのはね、なぜかというと、これは

便数に考えれば１便当たり２人ですよ。やっ

ぱりこの啓発方法というのは、これだけのも
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のを打って６カ月間試験して、今説明したら

とてもいいような感じでやられておるけれど

も、これは企業経営ならば大赤字ですよ。そ

れは新年度に向けてどういうふうに考えられ

ますか。 

 

○小原交通政策課審議員 新しい交通の形態

でございますので、定着を図ることが何より

大事だというふうに考えておりまして、これ

までも市町村にはポスターの掲示とかリーフ

レットの配置、それから広報誌への掲載等の

協力をお願いしてまいりました。 

 おっしゃるとおり、これが本格運行という

ことを見据えた場合には、まだまだ利用者の

数字は伸ばしていかなければならないと思っ

ておりますので、引き続き、これまで行って

きましたような広報活動は継続してまいりま

すし、加えましてＪＲ九州にもいろいろお願

いをしているところでございます。 

 例えば、駅に設置してあります時刻表に空

港ライナーの案内を入れるとか、熊本支社が

独自に携帯版の時刻表の無料のものをつくっ

ておりますが、その中にも掲載をするとか、

阿蘇くまもと空港最寄り駅という表示を肥後

大津駅に掲示をするといったような、そのよ

うなこともＪＲ九州では今後やっていただく

というふうに聞いておりますし、市町村です

とかあるいは企業、団体等に対しまして個別

訪問をいたしまして、利用の呼びかけも引き

続き行ってまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 

○荒木章博委員 市町村に働きかけたり、企

業に働きかけたり、こうしたリーフレットに

取り組むと、それはもちろん最低のことでや

らないかぬ。最後に言われたＪＲに対する対

応ですよね。だから、やっぱり豊肥線に――

私はこの前もちょっと言ったんだけど、やっ

ぱりラッピング列車を走らせるとか、こうい

う告知というか、周知というのは――ＪＲさ

んと空港さんというのはお互い商売がたきの

ところはあるけれども、今回の場合は飛行機

と通じた一つの大きな――例えば韓国の高速

鉄道とＪＲ九州新幹線と乗り継ぎみたいにし

て船をつないでいくとか、そのちょうど地点

なんですよ。 

 だから、やっぱりこういうのはＪＲさんに

もっと協力をしてもらうと。ＪＲさんの豊肥

線に乗ってもらうわけでしょう、逆に県のこ

ういう予算をつけて。だからせっかくの機会

ですから、私は、ＪＲさんにもっとやっぱり

豊肥線の中に――豊肥線を走らせると三角線

までずっと走っていきますから、列車は時間

帯によっては。だから、やっぱりそういうア

ピールというのを、金銭をかけるだけではな

くて、ＪＲさんにもっともっと協力してもら

うというようなこともやっぱり考えるべきだ

と思うんですよね。あのラッピング列車は50

万ぐらいしかかからぬですよ、あれ、半年間

ぐらい。だから、そういうところでちょっと

協力して、だからもうＪＲに出させたらいい

じゃないですか、乗降客を乗せるわけだか

ら。いかがでしょうか。 

 

○小原交通政策課審議員 ラッピング列車が

50万程度でできるかというのは、済みませ

ん、ちょっと私どもも金額的には把握はして

おりませんが、もうちょっとかかるのではな

いかという気はしますが、いずれにしまして

も、ＪＲに対しましては、いろんな面での協

力を、委員が御指摘のような手法も含めまし

て、今後協力を依頼していきたいというふう

に思っております。 

 

○荒木章博委員 いや、私は、実際新幹線の

ときに武蔵列車を走らせたものだから、ＪＲ

さんに頼みにいって半年間走らせていただい

たのが、その金額なんですよ。だから、その

金額に基づいて僕は言っているわけ。だか

ら、それをするかわかりませんけどというよ
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うなことは言われる筋合いはない。確認し

て、しているんですよ、はっきり言うて。だ

から、今回の場合はＪＲさんが非常に効果が

あるわけでしょう。料金が追い銭に乗るわけ

でしょう。だから、そういうところで協力し

ていただいたらいいんじゃないかということ

を申し上げた。だから、ぜひお願いしときま

す。 

 続けて、もう１つだけ。 

 66ページのエコくまポイント制度というこ

とで、県が、これはＮＰＯ法人に対して、温

暖化対策センターに委託されて、370万か250

万か300万か予算をつけて、エコくま制度と

いうことで特典をつけて取り組みをされたと

いうことで、非常にこれはいい形で取り組ん

だ。これは、今後、今ちょっと説明の中で

は、その中に運営委員会か実行委員会か、そ

の中にも入って協力する体制をとっていく

と。 

 だから、予算としては新年度にはもう消え

てしまうということで、ばさっと切るんじゃ

なくて、もっと何か協力する方法があるんじ

ゃないかなというふうに思うんですね。です

から、こういった中で、国の機関ですよね。

環境省あたりとの補助申請にも県としてはア

ドバイスをされたと聞いていますけれども、

そこのところをちょっとお尋ねしたいと思い

ます。どういうふうな状況……。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 前回の委員会でも、先生の方から御指摘と

いいますか御意見をいただきまして、私ども

も一生懸命これが定着するような形でやりた

いなと。行政から金を出すからやるんじゃな

くてということで、委託先であります温暖化

対策センターもその方向で考えるということ

でございます。 

 ただ、いろんな事務局の経費といいます

か、ＰＲの経費等も要ります。そういうこと

で、先生からのアドバイスもいただきまし

て、これは環境省の方の補助事業がございま

す。コンソーシアム事業というジャンルのも

のもございますので、それが何百万かでござ

いますけれども、それの申請を出そうという

ような形で動いておられますので、ぜひこれ

もバックアップしていきたいというふうに思

っております。 

 それから、私どもも委託先の温暖化対策セ

ンターの方と議論をいろいろする中で、課題

といいますか、そういう中で、やっぱり県民

向けのＰＲといいますか、こういうところが

やっぱりどうしても不足すると。あるいは、

我々行政の方もちゃんとそれを見てるんです

よと、単なる――単なるといいますか、お金

もうけの事業じゃなくて、これはいわゆる温

暖化対策と経済なつながり、これのウインウ

インの関係をどうつなぐかという非常にモデ

ル的な事業でありますし、また、本格運用さ

れれば非常にいい事業かなというふうに思っ

ておりますので、そういう中でやはり行政も

これにかかわっていくべきだろうというふう

に思っておりますので、先ほど言いました運

営委員会等が今後設置されるのであれば、そ

れにも参画をしていろいろできることをお手

伝いしていくというようなことで考えており

ます。 

 

○荒木章博委員 了解しました。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

○田代国広委員 60ページの節電の啓発活動

を大変やっておられますし、湯たんぽの活用

も大変いいと思いますし、事業者の啓発活動

も大変いいと思います。ただ、事業者も経営

者として考えると、当然節電には努力をする

と思うんですけれども、そういった中で、一

般家庭と申しますか、あるいは一般の人々と

いいますか、そういった人たちに対する啓発
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活動が非常に必要だという気がいたします。 

 私は、昭和17年生まれですから、いわゆる

消費は美徳じゃなくして節約は美徳の時代に

太った人間なんです。したがって、もう既に

節電、節約しているわけですよ。 

 先般も、九州電力か知らぬけれども、そう

いった人たちが来て、節電についてお話しし

ますというもんだから、節電はおれが教えて

やると言ったんですよ。おれたちには言わぬ

でいいと、若い人に言えと。 

 例えば、うちの孫でもそうですよ。部屋は

がんがん暖房をたいて、あけたら暑いんです

よ。私は脱ぐんですよ。上着を１枚か２枚着

れば、もう節電になるんですよ。簡単なこと

なんです。若い人は本当にランニング一つで

暖房をたいたりしているじゃないですか。我

々の年代の人たちは、そういった人はまずい

ないですよ。 

 テレビだってそうじゃないですか。ニュー

ス番組とか対談なんかで半そででしゃべって

いる人がいっぱいおるじゃないですか。ドラ

マなら仕方ないですけれども、そういったも

のでも特に女性の人たちに多いんですけれど

も、１枚着れば暖房を下げていいわけですか

ら。ここなんか余り暑くないから皆さん長そ

でです、女性でも。あるいは、半そででは相

当暖房をきかせていると思うんですよ、テレ

ビで。そういったことにもやっぱり啓発し

て、本来は国がもうちょっと啓発活動をすべ

きだと思いますけれども、県においても、そ

ういった特に子供たちとか若い人たちに――

節約イコール節電ですよ。非常にいいと思い

ますよ。着る物１枚着ればいいわけですか

ら。 

 そういったことを含めて、私はすべきだと

思っております。いわゆる意識を変えなきゃ

いけないということです。これは自給率も一

緒です。ですから、そういった意識を変え

て、これは税金もかからないわけですから、

それが必然的に節電につながるし、地球温暖

化にもつながっていくわけですから、そうい

った意識を変えることの方が今求められてい

るんじゃないかというふうに私は思います

が、どうでしょうか。 

 

○田代環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 実は、子供のころからの環境教育というも

のが、昨年、実は環境教育推進法というのが

改正されまして、そういう子供の幼児からの

環境教育というのも非常に重視されておりま

す。 

 今、県の方では、23年度の予算の中で、幼

児環境教育推進事業ということで、子供たち

がいわゆる小さいころから自然と触れ合った

り、あるいは今おっしゃったようなもったい

ないといいますか、そういうことも含めて身

につくような保育園あるいは幼稚園での学習

といいますか、しつけといいますか、そうい

うやり方の事例集みたいなものを今集約して

いるところでございますので、そういうこと

も普及させていきたいと思います。 

 それから、実は去年しました地球温暖化の

県民総ぐるみ運動の中で、ストップ温暖化大

賞という県の賞でございますけれども、この

中で表彰しましたのが熊本市の北の方の山東

保育園というところでございましたけれど

も、そこではおっしゃったように余り暖房し

ないこと、あるいは冷房しないことで子供た

ちが逆に――最初は病気になった子供さんも

いるみたいですけれども、だんだん体が強く

なったとか、そういうことも含めて、その地

区ではそういうことを町内会のいろんな活動

費に使ったり、いわゆる省エネ・節電のその

分をうまく使ったりとか、あるいは地産地消

を進めるとか、そういったようなことの活動

をされていまして、実は先日、２月に全国大

会がございまして、低炭素杯２０１２という

のがありまして、そこで全国表彰を受けたと

ころでございます。そういう地域ぐるみでの

 - 18 -



第５回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成24年２月27日) 

子供たちの育て、あるいは地域と一体となっ

た節電といいますか省エネの対策、これにつ

いても普及をさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、その県民大会の中で紹介しまし

たのが、鹿児島県出水市の方の六月田下の自

治会が自治会挙げて全体で10％削減をしてい

るといったような取り組み、自治会の先進的

な取り組み、これも全国表彰を受けたところ

でございます。 

 いろんな事例がございますので、そういう

取り組みは普及しないと何もなりませんの

で、精いっぱい頑張っていきたいと思いま

す。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○谷﨑環境生活部長 先ほどからお話を伺っ

ておりまして、西岡委員の方からも、有明

海、八代海の再生に向けて非常に切迫した思

いの中でのお話をお伺いしました。御要望と

いうことで承りはしましたけれども、本当に

強力な体制をとってこの環境の水質改善に努

めてもらいたいということで、足元からまさ

しく先ほど単独の浄化槽から合併の転換を早

急にやるべきではないかという、本当に真に

迫った思いの中で言っていただきました。 

 まさしく有明海、八代海のこの水質浄化と

いうのは我々も一番の悲願でございますけれ

ども、川上から川下までということで、先ほ

どの養殖業に当たる方々のふんの処理につい

ても、御答弁はいたしましたけれども、やっ

ぱりそういう意味で、全体で水質改善をやっ

ていくという県民意識の向上という部分では

強力にやっていく体制を整えていかなきゃい

けないんだなということを痛感させていただ

きました。 

 それと、今田代委員の方からもお話があり

ましたけれども、省エネ対策について、これ

はまさしく我々の生活スタイルを変えていく

ということでは、地に足のついたことをやっ

ていけば、そういう部分についても改善でき

ていくんじゃないかなということも改めて認

識をさせていただきましたし、荒木委員の方

からも、実際のエコくまのお話もありました

し、それから空港ライナーのお話もありまし

た。前回の会派への予算説明のときにも御質

問をいただいたことでも改めて委員の本当に

切迫した、しかも、その建設的な御提案とい

うことで受けとめをさせていただきたいと思

います。 

 １年間、いろんな意味で私どもに対して御

提言をいただきましたし、また御意見をいた

だいたことにつきましては、我々執行部とし

て、また改めて検討させていただきたいと思

っております。 

 我々としては、まだこちらの方からお話を

する前に申しわけございませんけれども、１

年間本当にそういう意味ではいろいろと御提

言をいただいたことはありがたいと思ってお

ります。 

 

○吉永和世委員長 最後に、森副委員長が質

疑をしたいということでございます。（発言

する者あり） 

 

○森浩二副委員長 総括じゃないんですよ。

ちょっと聞きたいんですけれども、70ページ

の太陽光ですけれども、この前、新聞で県内

で生産するとか補助率が何か違うような感じ

だったんですけれども、これはメーカーによ

って違う分け方をするんですか。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 新エネル

ギー産業振興課でございます。 

 この資料の70ページの住宅向けの太陽光の

24年度の事業でございますけれども、基本

は、ソーラーパネルの価格が大分落ちてきま

したので、来年度定額で４万円というのを設

定したいと思っております。 
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 その中で、従来からのソーラープロジェク

ト、県内産業振興もあわせてやっていくとい

う話を打ち出しておりましたので、今回その

産業振興面をちょっと色濃くするということ

で、県内製のパネルを使った設置については

倍額の８万円を支出させていただくというこ

とで、産業振興面を強化していきたいと思っ

ております。 

 あわせて、４万円、８万円両方共通ではご

ざいますが、県内の販売・施工業者さんが工

事を請け負うというのを前提に今度制度化し

たいと思っておりますので、この点もあわせ

て今回新しく打ち出したいと思っているとこ

ろでございます。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

  （「その他でよございますか」と呼ぶ者

あり） 

○吉永和世委員長 今からその他です。 

 ほかになければ、その他に入りますが、よ

ろしいですか。 

 

○佐藤雅司委員 瓦れきの処理の話ですが、

どの委員かおっしゃるかなと思っておりまし

たけれども、ちょっと出なかったので……。 

 委員長と打ち合わせをしたわけではありま

せん。委員長の一般質問の要望の中で、瓦れ

きの処理についてということで要望がありま

した。答弁もありませんでした、当然です

ね。 

 しかしながら、県として、議会の議長に対

しても、それから執行部に対しても、いろん

なところから要望があってきているというふ

うに思いますし、その辺の方向を――なかな

か難しい問題だろうとは思うんですけれど

も、ちょっと方向だけ聞かせてもらいたいな

というふうに思います。どなたか。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課です。 

 方向といいますか、そういうことについ

て、今どういうふうになっているのかという

ことも含めて御説明をさせていただきます。 

 まず、前提といたしまして、災害廃棄物に

ついては、委員の皆様御承知と思いますけれ

ども、これは一般廃棄物扱いになります。し

たがいまして、本来であればその市町村で処

理されるべきもの、それを今回は広域処理と

いうことで他の市町村にお願いをして広域で

処理をしていただきたいというのが国の方の

お願いでございます。 

 ということで、基本的には、その施設管理

者として責任を持つべきやっぱり市町村の方

の判断というのが最も重要になってくるとい

うことも重要でございます。その結果、今ま

でのところ、受け入れについて、本県におい

ては検討をしているという回答があっている

ところは今のところないというところでござ

います。 

 県といたしましては、国から県を通してさ

まざまな協力の依頼文等が来ております。そ

れについては逐一お流しをしているところで

ございます。 

 現在、広域処理が必要であることについて

は十分に説明して関心を持って臨んでおりま

す。現在の全国の受け入れの状況、まだ今の

ところ実際に受け入れているところが東京都

だけでございますので、東京都のデータ等が

出ているのが最新のものでございます。 

 したがいまして、今後さまざまなところで

受け入れのデータ等も出てくるのではないか

と思っております。そういったものも含め

て、国の方からまたそういうデータの提供等

もあると思いますので、そういうのを含めな

がら、基本的には市町村の方で御判断をいた

だくための材料提供については私どもの方で

きちんとさせていただきたいというふうに思

っております。それについて、国の制度も含

めて今後またさらに制度がいろいろと変わる

ことも考えておりますので、そういうのを含

めながら検討していきたいというふうに今の

 - 20 -



第５回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成24年２月27日) 

ところは考えております。 

 

○佐藤雅司委員 放射性のヨウ素とかセシウ

ムとか非常に基準がいろいろころころ変わ

り、しかも政府の説明も非常に信用されな

い、信頼できないような状況にあるんだろう

と。したがって、市町村でもそうした不安、

それから県民、住民の不安というものもある

からなかなか話が進まないんだろうと思いま

す。私たちもよく情報がとれないというふう

に思うんですけれども、だから議論のしよう

もないということですよね。量としては、３

県で処理できるような量であるというような

情報もたまに断片的に入ってはきます。 

 しかしながら、やっぱり私たちは、きずな

とか、こうした国難ですから国民全体でやっ

ていこうという気持ちとは裏腹に、何かまさ

に論理矛盾をするような動き、何かおかしい

なと私は思うんですよね。 

 ですから、やっぱりそうした――これは私

の全くの私見ですけれども、やっぱりやるな

らば熊本が一番先にやったらどうかというぐ

らいの理屈が合うと私は思うんですけれど

も、しかし、前段言いましたような状況があ

るからなかなか判断としては難しいというふ

うに思うんですけれども。 

 やっぱり県として、市町村が判断する中

で、ある一定の腹を据えてやっていくという

こともある意味必要ではないかなというふう

には思うんですけれども、なかなか難しい問

題であろうと思うんですけれども、一方でい

いことを言いながら本心は違うというふう

な、そうしたことを政治が変えていくような

状況になからぬと何かおかしかなという感想

を持っております。もう別に答弁は要りませ

ん。 

 

○荒木章博委員 吉永委員長が要望された、

今佐藤委員も言われた、これはもう私は大事

なことだというふうに思うんですね。だか

ら、九州では大分県知事が表明をした。しか

し、市町村は了解をしていない。そういう難

しい問題がある。それと、いろんな測定、い

ろんな問題等にかんがみても、非常に今話も

出たように、きずなとか、助け合いとか、日

本国全員でそれを分かち合おうという。 

 ちょうど１年を迎えるわけですから、ここ

はやっぱり本当に真剣に考えながら、私たち

は、そういう数値が基準をちゃんと満たして

いるのであれば、やっぱり市町村にも県が中

心となって働きかけをやられたらどうだろう

かなと。これはもちろん要望ですけれども、

私はこのときに熊本がやっぱりその姿勢を示

すべきではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

○緒方勇二委員 今のことに関連してです

が、本県には熊本の心とありますが、本当

に、まさに励ましあい、助けあい、そして志

高くですが、本当に知事が一般瓦れきとして

受け入れていただければ、そういうことを表

明していただければ、本当に助け合いの心の

醸成がもっともっと進むんだろうと思いま

す。 

 他方では、復興が早く進んでいただいて、

平常時に戻っていただいて、早く平常時の予

算でもっともっと地域振興が図れるような意

味の上からも、次の処分場の問題もあります

ので、やはり県民にいろいろ喚起するよう

な、そういう知事の熱い思いをやっぱり表明

していただいた方がいいのではないかなとい

うふうに思っておりますので、どうぞその辺

もよろしくお願いしたいと思います。これも

要望です。  

 

○大西一史委員 いろいろ要望が出ているの

で、非常にこの瓦れきの処理の問題というの

は、私も現地に２回行きまして全く片づいて
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ない状況というのを見ると、これは何とかせ

ないかぬなと思うんですが、そういう意味で

のきずなであるとかそういった思いというの

は非常に強く私自身も持っているんですけれ

ども、ただ、やっぱり一方でしっかり考えて

おかなきゃいけないのは、国が環境省が示し

た8,000ベクレルというこの基準ですね。こ

ういったものが各県でばらばらだというよう

なことで、受け入れをそれ以下じゃないとで

きないとか、いろんなことで基準が定まって

ない。ある意味では、感情的には、情緒的に

は、きずなであるとか、そういったことで私

たちも受け入れないかぬというふうな部分、

ある意味では、放射線の恐怖をあの地域だけ

ではなくて共有せないかぬ部分というのがあ

るというのは、それは日本全体としてあると

は思うんだけれども、科学的な知見に基づい

てしっかりやっていただかないと、それはや

っぱり果たして国のこの8,000ベクレルとい

うガイドラインの基準が本当に大丈夫なのか

というのは、後からまだ出てくると思います

よ、これ問題が。 

 だから、その辺も含めてよく精査をしてい

ただかなければ、ただ単にこれは感情論だけ

で済む話では私はないと思います。先生方が

おっしゃっている意味は、もう私も本当によ

くわかるし、よく共感もするけれども、だか

らこそやはり慎重にやらないと、単なる感情

論で反対運動がどんどんどんどんこれは起こ

ってくるような話になってくる。これはそう

いう形では私はいけないというふうに思いま

す。 

 原子力発電所内の基準というのは8,000ベ

クレルよりもはるかに低いんですね、もとも

と法定で定められているものは。たしか100

ベクレルぐらいだったと思います。この数字

が何かも私たちはよくわからないんですよ

ね。本当にどっちが正しいのと。国が8,000

でいいと言ってるからじゃあ保証しますとい

うことなんだろうけれども、本当にそれが大

丈夫なのかどうかというのがやっぱり不安だ

から、わからないから、だから情報提供をす

るにしたって、そこまできちっとかみ砕いて

県が保証しますよと、国が保証しますよとい

うことを言わない限りは、市町村が受け入れ

ろといったって私は無理だと思いますよ。 

 だから、この辺は、やっぱりそういう国の

方からのきちっとした説明も含めてですけれ

ども、数値の正しさということもあわせて検

討していただかなければ、私は簡単に判断し

ていい問題ではないというふうに思っていま

す。 

 ただ、おっしゃるように、本当に復興とい

うことを考えていったときに一番私たちが共

有していかなければならないことは何なのか

というのは考えていかなきゃいけないという

ふうに思いますけれども、その点はしっかり

お願いをしておきます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 それでは、続きまして、

付託調査事件の閉会中の継続審査についてお

諮りします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに御異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 御異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 それでは、閉会に当たりまして、本日は今

年度最後の委員会でありますので、一言ごあ

いさつをさせていただきます。 

 去年６月に委員長に選出いただきまして、

これまで森副委員長ともども委員会の進行に

当たらせていただきまして、無事に終えるこ

とができます。これもひとえに、委員の先生
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方初め谷﨑部長ほか執行部の方々の御協力の

おかげと、心から感謝申し上げたいと思いま

す。 

 いろいろな３つの事案がございまして、い

ろんなお取り組みをいただいておりまして、

その成果はきっちりと出ているものというふ

うに思っておりますので、今後ともぜひ頑張

っていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 公共関与、本当に大きな山を越えたという

ふうに思っておりまして、まだ安心はできな

いと思いますが、ぜひ、さっきおっしゃいま

した誠意を持って最後まで対応するという気

持ちで頑張っていただきたいと思いますし、

もう１つお願いがございますが、できれば環

境負荷等の取り組み、あるいはそういったも

のが組み込まれて、できれば環境学習の場と

して、その最終処分場が活用できるような、

そういったすばらしい施設をつくっていただ

ければというふうにお願いを申し上げたいと

思います。本当にことし１年間大変お世話に

なりました。 

 最後になりますが、委員の先生方、また執

行部の方々の御健勝と御多幸を御祈念申し上

げ、委員長としてのごあいさつにかえさせて

いただきます。 

 ありがとうございました。(拍手) 

 それでは、引き続き、森副委員長からごあ

いさつをいたします。 

 

○森浩二副委員長 一言ごあいさつ申し上げ

ます。 

 委員の皆さんにおかれましては、１年間吉

永委員長の下で副委員長としてやってまいり

ましたけれども、本当に御協力ありがとうご

ざいました。１年間無事にやってこれたと思

っております。また、執行部の皆さんにおか

れましては、丁寧な説明、本当にありがとう

ございました。 

 我が熊本県は、環境推進県でありますの

で、これからも環境の先進県として頑張って

いただくことを願いまして、１年間のごあい

さつにかえさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。(拍手) 

 

○吉永和世委員長 それでは、これをもちま

して、第５回環境対策特別委員会を閉会いた

します。 

 お疲れさまでございました。 

  午前11時39分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  環境対策特別委員会委員長 
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